
経理処理について 

経理処理の方法について教えてください。 

「補助事業事務処理マニュアル（経済産業省大臣官房会計課）」、「補助事業チェックリスト」に

沿って進めてください。 

事務処理マニュアル（METI/経済産業省） 

 

採択された公募申請の計画を交付申請時に変更できますか？ 

公募申請時の計画内容で採択しているため、大幅な変更は認められません。 

 

公募申請時に記載した経費区分を採択後に追加できますか？ 

交付決定後の経費区分の追加は原則できません。 

経費積算について見直しいただくことは可能ですが、当初計画時点から精緻化をお願いします。 

 

公募申請時点で見積書や相見積もりの提出は必要ですか？ 

申請段階では不要です。交付決定後、事業開始から必要となります。 

 

人件費単価は自社で設定できますか？ 

経産省の補助事業事務処理マニュアルに記載の 2 通りいずれかでの算出となります。計算方法や

必要書類についても同マニュアルに記載がありますので、ご確認をお願いします。 

事務局としては経理処理対応に係る工数削減のため、健保等級単価計算を推奨しています。等

級単価一覧表もこちらよりご確認頂けます。事務処理マニュアル（METI/経済産業省） 

① 実績単価計算 

給与台帳・年間所定労働時間算出表等を基に時間単価を算出し、補助事業に係る

専従事業者の時間単価算出に係る表、並びに個人別の月額人件費を集計した表の作

成・整理が必要となります。 

② 健保等級単価計算 

健保等級証明書が必要となります。 

 

本事業の経理処理のための人件費は補助対象となりますか？ 

補助金処理のための工数は補助対象外です。 

 

謝金の金額は自社で設定できますか？ 

社内規定（謝金規定）に基づき支払可能です。経産省経理処理事務処理マニュアルの「謝金

の支払基準」の単価を目安に、高額単価である場合は単価設定の合理的な理由が必要です。 

 

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html


航空会社のクラスの許容範囲はありますか？ 

航空会社の定めは特にありません。価格⽐較として予約時点で 2 社以上の航空料金画⾯キャプ

チャを保存してください。 

支払金額が参照価格より高かった場合、他社含めた価格⽐較が残っていると、全体として高価格

帯のシーズンであった等、金額の妥当性を証明しうる資料ともなります。 

 

付加料金航空券（グリーン車、ビジネスクラス等）を利用した場合の経費計上はどうします

か？ 

グリーン車、ビジネスクラス等、特別に加算された料金は対象外です。 

支払総額を補助事業に要する経費として計上し、補助対象経費にはエコノミー料金を計上してくだ

さい（各クラスの料金は予約時点の各料金の画⾯キャプチャで証憑とできます）。 

 

クラウドサービス等の期間契約をする場合、補助対象経費となりますか？ 

本補助事業にのみ使用したことが証明できる場合は対象とできます。 

期間契約の場合、契約金額を補助事業期間に応じて按分し、かつ本補助事業のみに使用した

証明をしていただく必要があります。※リースカー等は本補助事業のみに使用したことが証明しづら

いため、対象外となるケースが多いです。 

 

当初事業計画外の支出は補助対象経費となりますか？ 

原則事業計画内の支出（費目）に限ります。事業計画の変更がある場合は変更承認申請書の

提出が必要となり、承認後の支出分が補助対象となります。個別に相談をお願いしています。 



 


